
住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム

の
設
置
費
を
補
助
し
ま
す

　

６
月
１
日
現
在
で
、
新
た
に
登

録
さ
れ
る
選
挙
人
名
簿
の
縦
覧
を

行
い
ま
す
。

■
新
規
登
録
者

　

昭
和
61
年
６
月
２
日
以
前
に
生

ま
れ
た
日
本
国
民
で
、
平
成
18
年

３
月
１
日
ま
で
に
西
条
市
の
住
民

基
本
台
帳
に
記
録
も
し
く
は
同
日

ま
で
に
転
入
の
届
け
出
を
し
た
人

で
、
引
き
続
き
西
条
市
の
住
民
基

本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
人
。

■
縦
覧
期
間

　

６
月
３
日
㈯
〜
７
日
㈬

　

８
時
30
分
〜
17
時

■
縦
覧
場
所

　

市
庁
舎
別
館
３
階

　

市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　

市
で
は
環
境
に
調
和
し
た
ま
ち

づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
、
住
宅

用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
を
設
置

す
る
方
に
対
し
て
、
補
助
金
を
交

付
し
ま
す
。

■
補
助
の
対
象
者

　

自
ら
が
居
住
す
る
市
内
の
住
宅

に
、
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
を
設

置
す
る
方
（
補
助
申
請
の
年
度
内

に
設
置
工
事
を
完
了
す
る
こ
と
）

■
補
助
金
額

　

シ
ス
テ
ム
を
構
成
す
る
太
陽
電

池
の
最
大
出
力
値
に
、
１
キ
ロ
ワ

ツ
ト
当
た
り
１
万
円
を
乗
じ
て
得

た
額
を
交
付
し
ま
す
。（
最
大
出
力

値
の
上
限
は
４
キ
ロ
ワ
ッ
ト
）

■
補
助
金
交
付
の
申
請
方
法

①
補
助
金
の
予
約
申
請

　

補
助
金
交
付
予
約
申
請
書
に
関

係
書
類
を
添
付
し
て
、
市
に
提
出

し
ま
す
。
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現
在
、
使
用
し
て
い
る
重
度
心

身
障
害
者
と
母
子
家
庭
の
医
療
費

受
給
者
証
は
、
６
月
30
日
㈮
で
、

有
効
期
間
が
満
了
と
な
り
ま
す
。

　

７
月
１
日
㈯
か
ら
は
、
新
し
い

受
給
者
証
が
必
要
と
な
り
ま
す
の

で
、
必
ず
更
新
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。
更
新
手
続
き
の
必
要
な

方
へ
は
、
案
内
通
知
を
送
付
し
ま

す
。

　

受
給
資
格
が
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
医
療
費
助
成
の
申
請
を
行
っ

て
い
な
い
方
、
平
成
17
年
中
の
所

得
税
が
非
課
税
の
た
め
新
た
に
該

当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
は
、
担
当

課
で
申
請
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
。
な
お
、
平
成
17
年
中
の
所

得
税
が
非
課
税
の
た
め
新
た
に
該

当
す
る
方
の
申
請
手
続
き
は
、
６

月
末
か
ら
に
な
り
ま
す
。

■
更
新
・
申
請
場
所

〇
市
庁
舎
本
館
国
保
医
療
課

　

医
療
係　
　
（
内
線
２
４
３
４
）

〇
東
予
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　

市
民
保
険
係　
（
内
線
１
５
２
）

〇
丹
原
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　

市
民
保
険
係　
（
内
線
２
０
８
）

〇
小
松
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　

市
民
保
険
係　
（
内
線
１
３
５
）

※
予
約
申
請
の
受
付
期
間
は
７
月

３
日
㈪
〜
10
月
31
日
㈫
で
す
。

②
補
助
金
の
交
付
申
請

　

設
置
工
事
が
完
了
し
た
後
、
補

助
金
交
付
申
請
書
に
関
係
書
類
を

添
付
し
て
市
に
提
出
し
ま
す
。

③
補
助
金
の
請
求

　

補
助
金
の
交
付
決
定
通
知
を
受

け
た
後
、
市
に
補
助
金
交
付
請
求

書
を
提
出
し
ま
す
。

※
市
へ
提
出
す
る
申
請
書
等
の
様

式
は
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

■
そ
の
他

〇
設
置
し
た
シ
ス
テ
ム
を
法
定
耐

用
年
数
の
期
間
内
に
処
分
し
た

場
合
は
、
補
助
金
を
返
還
し
て

い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

〇
シ
ス
テ
ム
設
置
後
、
参
考
デ
ー

タ
の
提
供
に
ご
協
力
い
た
だ
く

場
合
が
あ
り
ま
す
。（
２
年
間
）

■
問
合
せ

　

市
庁
舎
本
館
産
業
振
興
課

　

産
業
政
策
係（
内
線
２
５
４
４
）

■重度心身障害者・母子家庭医療費受給者証の資格等

対　　　　象 所得税要件

重
度
心
身
障
害
者

母
子
家
庭

種別
受　給　資　格 更新・申請時に

必要なもの

身体障害者手帳１・２級

身体障害者手帳３級

療育手帳Ｂ

身体障害者手帳３～６級と
療育手帳Ｂ

療育手帳Ａ

配偶者が障害などで母子家庭
と同様の事情にある方

祖母と孫、姉と弟妹、父母のい
ない児童など、準母子家庭の方

母と同じ保険に加入している
20歳までの児童（学生の方は
この限りではありません）

生計維持者
（母）が
非課税

な　し

非課税世帯

身体障害者手帳
療育手帳
保険証、印鑑
※１

※１　重度心身障害者で西条市内に住民登録をしていない児童、母子家庭で18歳以上の
　　学生（高校生を除く）は、在学証明書が必要です。
※２　平成18年１月２日以降に転入した方は、所得税が非課税と分かる書類（課税証明
　　書、源泉徴収票など）が必要です。市外に住所がある重度心身障害者で、西条市の
　　国民健康保険証を持っている方も、所得税が非課税と分かる書類が必要です。

身体障害者手帳
療育手帳
保険証、印鑑
受給者証（更新者）
※１、※２

保険証、印鑑
受給者証（更新者）
※１、※２

■西条市庁舎
　℡0897－56－5151

■東予総合支所
　℡0898－64－2700

■丹原総合支所
　℡0898－68－7300

■小松総合支所
　℡0898－72－2111

市役所への
お問い合わせ先

重
度
心
身
障
害
者
・
母
子
家
庭

医
療
費
受
給
者
証
の
更
新

６
月
定
時
登
録
に
よ
る
選
挙
人

名
簿
新
規
登
録
者
の
縦
覧




